
◎スプレー缶等の出し方の変更について

　１．出し方　　　　スプレー缶等は，使い切って穴をあけて出す。

　　　　　　　　　　※他の不燃ごみとは別にしてください。

　２．注意事項　　　・必ず使い切ってから穴をあける。

　　　　　　　　　　・火気のないことを確認する。

　　　　　　　　　　・穴をあけるところを，自分（人）に向けない。

　　　　　　　　　　・風通しのよい屋外で行う。

　　　　　　　　　　※穴をあける際，缶の破裂等の事故報告がありますので，十分

注意して行ってください。

　　　　　　　　　　※穴あけ器具が，ホームセンター等で販売されております。

　３．その他　　　　穴のあいていない物は，収集いたしません。また，平成１９年

４月１日以降，穴あけの徹底がされていない集積所は，収集業

務を中止することがあります。

　　　　　　　　○問い合せ先

　　　　　　　　　　市生活環境課　ＴＥＬ　３４－０４１０


